
○ 新型コロナウイルス感染症への対応として、小学校の臨時休業に伴い、午前中から放課後児童クラブを開所する等を
行った場合に、追加で生じる費用について財政支援を行う。

①小学校の臨時休業に伴う放課後児童クラブの対応にかかる財政支援＜第２弾からの継続＞

○ 市区町村が新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るために放課後児童クラブを臨時休業させた場合等、市区町村
が保護者へ返却する日割り利用料について財政支援を行う。

②放課後児童クラブの利用料にかかる財政支援＜新規＞

○ 新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、市区町村が事業所等へ配布する消毒用エタノール等の一括購入、事
業所等の消毒、感染症予防の広報・啓発などに必要となる費用について財政支援を行う。

③感染拡大防止対策に係る支援＜第２弾からの継続＞

補助基準額

・小学校の臨時休業に伴い、午前中から運営する場合に補助
➣１支援・１日当たり、計３２，０００円の申請が可能

・小学校の臨時休業に伴い、支援の単位を新たに設けて運営する場合に補助
➣１支援・１日当たり、計６２，０００円の申請が可能

※その他小学校の臨時休業に伴い、午前中から障害児や医療的ケア児を受け入れる場合の補助あり

※保護者負担は求めないこととする

補 助 率 国１／３（※）

補助基準額 １人・１日当たり５００円

補 助 率 国１／３（※）

補助基準額 令和元年度と合わせて１事業所当たり５０万円までを上限（実績ベース）

補 助 率 国１０／１０

子ども・子育て支援交付金（内閣府所管）

放課後児童クラブにおける学校の臨時休業等に伴う対応に対する財政支援（案）

※地方負担分については「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（仮称）」の活用が可能かどうか検討中。


